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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　検体または試薬が貯留される容器を保持するための第１の容器保持部と、
　前記検体または前記試薬が分注される容器を保持するための第２の容器保持部と、
　前記第１の容器保持部に保持された容器中の前記検体または試薬を前記第２の容器保持
部に保持された前記容器に分注するプローブと、
　希釈液が貯留される希釈液槽であって、前記第１の容器保持部および前記第２の容器保
持部とは別に設けられ、前記プローブの軌道上配置された希釈液槽と、
　前記希釈液槽内に希釈液を供給する希釈液供給機構と、
を備え、
　前記プローブは、さらに前記希釈液槽内に貯留された希釈液を前記第２の容器保持部に
保持された容器に分注する機能を有し、
　前記希釈液槽は、当該希釈液槽内の希釈液を排液するための排液機構を有する
　自動分析装置。
【請求項２】
　前記プローブによる前記希釈液の分注において、前記希釈液槽内からの当該プローブに
よる希釈液の吸引が終了した後、当該希釈液槽内の希釈液を排液するように、前記排液機
構を制御する制御部を備えた
　請求項１に記載の自動分析装置。
【請求項３】
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　前記制御部は、前記希釈液槽内からの前記プローブによる希釈液の吸引が終了する毎に
、当該希釈液槽内の希釈液を排液するように前記排液機構を制御する
　請求項２に記載の自動分析装置。
【請求項４】
　前記第１の容器保持部に保持された容器の上部、前記第２の容器保持部に保持された容
器の上部、および前記希釈液槽の上部を通過する軌道上で前記プローブを自在に移動させ
ると共に、当該プローブを上下に自在に移動させるアームを備えた
　請求項１～３の何れかに記載の自動分析装置。
【請求項５】
　請求項１に記載の自動分析装置を用いた自動分析方法であって、
　前記第１の容器保持部に保持された容器内の検体または試薬を前記プローブで吸引する
工程と、
　前記プローブ内に吸引した前記検体または試薬を前記第２の容器保持部に保持された容
器内に吐出する工程と、
　前記希釈液槽内に希釈液を供給する工程と、
　前記希釈液槽内の希釈液を前記プローブで吸引する工程と、
　前記プローブ内に吸引した前記希釈液を前記第２の容器保持部に保持された容器内に吐
出する工程とを所定の手順で繰り返し行う際、
　前記希釈液槽の希釈液を前記プローブで吸引した後、当該希釈液槽内の希釈液を排液す
る工程を行う
　自動分析方法。
【請求項６】
　前記希釈液槽内の希釈液を前記プローブで吸引する工程を行う毎に、当該希釈液槽内の
希釈液を排液する工程を行う
　請求項５に記載の自動分析方法。
【請求項７】
　前記第１の容器保持部に保持された容器内の検体または試薬を前記プローブで吸引する
工程と、前記希釈液槽内の希釈液を前記プローブで吸引する工程とが連続して行われ、
　前記プローブ内に吸引した前記検体または試薬を前記第２の容器保持部に保持された容
器内に吐出する工程と、前記プローブ内に吸引した前記希釈液を前記第２の容器保持部に
保持された容器内に吐出する工程とは同時に行われる
　請求項５または６に記載の自動分析方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は自動分析装置および自動分析方法に関し、特には検体の希釈を行う自動分析装
置および自動分析方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　自動分析装置として、血液や尿などの検体に含まれる生体成分を分析する生化学分析装
置が知られている。このような自動分析装置においては、検体濃度を測定レンジ内に納め
るために、生理食塩水や純水を用いて検体を希釈する操作が行われている。
【０００３】
　このような希釈操作を行う自動分析装置として、例えば検体分注機構の近傍に設けられ
た希釈ポッド内において検体の希釈を行う構成が提案されている。この場合、希釈ポッド
内には、検体搬送機構上の所定位置に搬送された検体容器の中からプローブによって吸引
された検体が吐出され、さらに希釈ボトルから希釈液が送られ、その内部において検体の
希釈が行われる。希釈ボトルは、外部に延びて希釈ポッドに連通されるチューブを有し、
ポンプまたはシリンジによって希釈ポッド内に希釈液を送る。そして、検体分注機構は、
希釈ポッドで希釈された検体を吸引し、反応容器に検体を吐出して分注を行うこととして
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いる（以上、下記特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１０－５４２３２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら上述した希釈操作を行う自動分析装置では、１つの希釈ポッド内において
希釈した検体を反応容器に分注する操作が、幾つもの検体に対して連続して行われる。こ
のため、分注操作毎に希釈ポッドの洗浄は行われるものの、前に分析が行われた検体が希
釈ポッド内にそのまま残り、次に希釈ポッド内に供給される検体と混ざり合う、いわゆる
キャリーオーバーによる汚染が懸念される。
【０００６】
　そこで本発明は、キャリーオーバーによる汚染なく検体の希釈を行うことが可能で、こ
れにより信頼性の高い分析結果を得ることが可能な自動分析装置、および自動分析方法を
提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　この様な目的を達成するための本発明の自動分析装置は、液体が貯留される容器を保持
するための容器保持部と、前記容器保持部に保持された２つの容器間において液体を分注
するプローブと、希釈液が貯留される希釈液槽と、前記希釈液槽内に希釈液を供給する希
釈液供給機構とを備えている。前記プローブは、さらに前記希釈液槽内に貯留された希釈
液を前記容器保持部に保持された容器に分注する機能を有する。前記希釈液槽は、当該希
釈液槽内の希釈液を排液するための排液機構を有する。
【０００８】
　このような構成の自動分析装置では、プローブによって希釈液槽内にわずかに検体が持
ち込まれたとしても、希釈液槽内の希釈液を排液機構から排液し、希釈液供給機構から希
釈液槽内に新たに希釈液を供給することができる。このため、希釈液槽内の希釈液は常時
入れ替えられ、繰り返しの希釈操作においても検体のキャリーオーバーによって汚染され
ることはない。
【０００９】
　また本発明の自動分析方法は、第１の容器内の液体を前記プローブで吸引する工程と、
前記プローブ内に吸引した前記液体を前記第２の容器内に吐出する工程と、希釈液槽内に
希釈液を供給する工程と、前記希釈液槽内の希釈液を前記プローブで吸引する工程と、前
記プローブ内に吸引した前記希釈液を前記第２の容器内に吐出する工程とを所定の手順で
繰り返し行う。この際、前記希釈液槽の希釈液を前記プローブで吸引した後、当該希釈液
槽内の希釈液を排液する工程を行う。
【発明の効果】
【００１０】
　以上説明したように本発明によれば、希釈液槽内の希釈液を常時入れ替えることができ
るため、キャリーオーバーによる汚染なく検体の希釈を繰り返し行うことができ、これに
より信頼性の高い分析を行うことが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】第１実施形態の自動分析装置を示す概略構成図である。
【図２】本発明の自動分析装置に設けられた希釈液供給部の構成（その１）を説明するた
めの概略構成図である。
【図３】本発明の自動分析装置に設けられた希釈液供給部の構成（その２）を説明するた
めの概略構成図である。
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【図４】第１実施形態の自動分析装置に設けられた操作部を示す概略構成図である。
【図５】第１実施形態の自動分析装置を用いた自動分析方法を示すフローチャートである
。
【図６】第２実施形態の自動分析装置を示す概略構成図である。
【図７】第２実施形態の自動分析装置を用いた自動分析方法を示すフローチャートである
。
【図８】第３実施形態の自動分析装置を示す概略構成図である。
【図９】第３実施形態の自動分析装置に設けられた操作部を示す概略構成図である。
【図１０】第３実施形態の自動分析装置を用いた自動分析方法を示すフローチャートであ
る。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　以下、本発明の自動分析装置および自動分析方法の実施の形態を、図面に基づいて詳細
に説明する。
【００１３】
≪第１実施形態≫
＜自動分析装置の構成：希釈プローブによって希釈液を分注する例＞
　図１は、第１実施形態の自動分析装置を示す概略構成図であり、一例として血液や尿な
どの検体に含まれる生体成分を分析する生化学分析装置に本発明を適用した自動分析装置
１の概略構成図である。
【００１４】
　この図に示す自動分析装置１は、複数の容器保持部１１，１３，１５，１７と共に、希
釈液供給部２０を備えている。またこの自動分析装置１は、容器保持部１１，１３，１５
，１７の間に配置された複数のプローブ３０，３１，３７、および測定部４０を備えてい
る。さらに自動分析装置１は、これらの駆動を制御する制御部４１、制御部４１による制
御を選択する操作部４３、および記憶部４５を備えている。以下、自動分析装置１を構成
する各構成要素の詳細を説明する。
【００１５】
［容器保持部１１,１３,１５,１７］
　容器保持部１１，１３，１５，１７は、それぞれが複数の容器を保持し、保持した複数
の容器を所定方向に搬送する搬送機能を有することとする。ここでは一例として、各容器
保持部１１，１３，１５，１７は、それぞれが個々に回動するターンテーブル状である。
このターンテーブル状の容器保持部１１，１３，１５，１７は、その周縁に沿ってそれぞ
れが複数の容器１１ａ,１３ａ,１５ａ,１７ａを１列または複数列で保持し、保持した容
器１１ａ,１３ａ,１５ａ,１７ａを円周の双方向に搬送する構成であることとする。
【００１６】
　このような各容器保持部１１,１３,１５,１７による容器１１ａ，１３ａ，１５ａ，１
７ａの搬送、すなわちターンテーブル状の容器保持部１１,１３,１５,１７の回動方向、
回動角度、および回動速度は、制御部４１によって制御される。
【００１７】
　以上のような構成の各容器保持部１１，１３，１５，１７は、端から順に検体テーブル
１１、希釈テーブル１３、反応テーブル１５、および試薬テーブル１７である。図示した
構成においては２つの試薬テーブル１７を有する構成としたが、試薬テーブル１７は１つ
であっても良く、必要に応じてさらに複数であっても良い。
【００１８】
　このうち検体テーブル１１は、希釈テーブル１３に近接して配置され、複数の検体容器
１１ａが保持される。各検体容器１１ａには、被験者から採取した血液または尿などの液
体状の検体（サンプル）が貯留されている。
【００１９】
　希釈テーブル１３は、検体テーブル１１と反応テーブル１５とに近接して配置され、複
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数の希釈容器１３ａが保持される。各希釈容器１３ａには、検体および希釈液が分注され
、検体、または検体を希釈液によって希釈した希釈検体が貯留される。
【００２０】
　反応テーブル１５は、希釈テーブル１３と試薬テーブル１７とに近接して配置され、複
数の反応容器１５ａが保持される。各反応容器１５ａには、検体または希釈検体が分注に
よって貯留されると共に、試薬が分注によって貯留され、内部においてこれらの反応が進
められる。これらの反応容器１５ａとしては、例えば分光光度測定用のセルが用いられる
。
【００２１】
　試薬テーブル１７は、反応テーブル１５に近接して配置され、複数の試薬容器１７ａが
保持される。各試薬容器１７ａには、検体の分析項目に対応する液体状の試薬が貯留され
ている。
【００２２】
［希釈液供給部２０］
　図２は、希釈液供給部の構成（その１）を説明するための概略構成図である。この図２
および先の図１に示すように、希釈液供給部２０は、希釈液槽２１と、希釈液槽２１内に
希釈液Ｌを供給する希釈液供給機構２３とを備えている。希釈液Ｌとしては、分析項目に
応じて生理食塩水、純水、または他の特殊な溶液が選択して用いられる。
【００２３】
　このうち希釈液槽２１は、図１に示したように、検体テーブル１１および希釈テーブル
１３の少なくとも一方の近傍に配置されている。このような希釈液槽２１は、希釈テーブ
ル１３に保持される希釈容器１３ａと同程度かそれ以下の容量を有することとする。また
図２に示すように、この希釈液槽２１は、希釈液槽２１内の希釈液Ｌを排液するための排
液機構２５を有する。この排液機構２５は、例えば希釈液槽２１の底部に接続された配管
２５ａと、この配管２５ａに設けられた排出弁２５ｂとで構成されている。排出弁２５ｂ
は例えば電磁弁であり、希釈液槽２１からの希釈液Ｌの排出のタイミングが所定状態とな
るように、次に説明する制御部４１によってその開閉が制御される。
【００２４】
　また希釈液供給機構２３は、希釈液槽２１内に希釈液Ｌを供給するものである。この希
釈液供給機構２３は、希釈液槽２１よりも十分に大きな容量を有するタンク２３ａ、タン
ク２３ａと希釈液槽２１とを連通する配管２３ｂ、配管２３ｂに設けられた吸引ポンプ２
３ｃとで構成される。吸引ポンプ２３ｃは、タンク２３ａから希釈液槽２１に希釈液Ｌを
送液するものであり、希釈液槽２１内への希釈液Ｌの供給のタイミングおよび供給量が所
定状態となるように、次に説明する制御部４１によってその駆動が制御される。
【００２５】
　図３は、希釈液供給部の構成（その２）を説明するための概略構成図である。この図３
に示す希釈液供給部２０’が、図２の希釈液供給部２０と異なるところは、希釈液供給機
構２３’において、希釈液槽２１よりも上部にタンク２３ａが配置され、希釈液槽２１と
タンク２３ａとに連通させた配管２３ｂに供給弁２３ｄが設けられているところにある。
他の構成は同様である。供給弁２３ｄは例えば電磁弁であり、この供給弁２３ｄを開くこ
とにより、上方のタンク２３ａから下方の希釈液槽２１に、サイフォンの原理を利用して
希釈液Ｌが供給される。この供給弁２３ｄの開閉は、希釈液槽２１内への希釈液Ｌの供給
のタイミングおよび供給量が所定状態となるように、次に説明する制御部４１によって制
御される。
【００２６】
　尚、希釈液供給部２０は、希釈液槽２１に対して希釈液Ｌが自在に供給される希釈液供
給機構２３と、希釈液槽２１からの希釈液Ｌの排出を自在とする排液機構２５とを備えて
いれば、図２を用いて説明した構成および図３を用いて説明した構成に限定されることは
ない。
【００２７】
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［プローブ３０，３１，３７］
　図１に示したプローブ３０，３１，３７は、容器保持部１１，１３，１５，１７に保持
された２つの容器間において液体を分注するものであり、液体の吸引および吐出が自在で
ある。これらの各プローブ３０，３１，３７は、アーム３０ａの先端に垂下させる状態で
保持されている。各アーム３０ａは、各容器保持部１１，１３，１５，１７に近接する位
置に立設された支柱部分と、支柱部分の上端付近から水平方向に延設された支持部分とで
構成され、支持部分の先端に、各プローブ３０，３１，３７が保持されている。これによ
り、図１において矢印で図示したように、各プローブ３０，３１，３７は、アーム３０ａ
の先端が描く軌道に沿って移動自在であり、さらにこの軌道上において上下に移動自在で
ある。
【００２８】
　各アーム３０ａの駆動によるプローブ３０，３１，３７の移動、およびプローブ３０，
３１，３７における液体の吸引および吐出は、各容器保持部１１,１３,１５,１７の駆動
制御と合わせて、次に説明する制御部４１によって制御される。尚、各プローブ３０，３
１，３７内には、内部に吸引された液体をプローブ３０，３１，３７内から吐出させるた
めの押水が保持されている。この押水は、以降の自動分析方法において説明するように、
希釈液として用いられる場合もあり、純水または生理食塩水を用いる。
【００２９】
　以上のような各プローブ３０，３１，３７は、希釈プローブ３０、検体プローブ３１、
および試薬プローブ３７であり、それぞれ次のように構成されたものである。
【００３０】
　希釈プローブ３０は、検体テーブル１１と希釈テーブル１３との間に配置されている。
この希釈プローブ３０は、検体テーブル１１に保持された検体容器１１ａ内に挿入され、
所定量の液体（ここでは検体）を吸引する。そして、希釈プローブ３０は、吸引した検体
を希釈テーブル１３に保持された希釈容器１３ａ内に吐出する。またこの希釈プローブ３
０は、希釈液槽２１内に挿入され、所定量の希釈液を吸引する。そして、希釈プローブ３
０は、吸引した希釈液を、希釈テーブル１３に保持された希釈容器１３ａ内に吐出する。
【００３１】
　つまり希釈プローブ３０は、希釈液を分注するものともなる。このため、希釈プローブ
３０の軌道は、検体テーブル１１における検体容器１１ａの保持部上、希釈テーブル１３
における希釈容器１３ａの保持部上、および希釈液槽２１上である。すなわち、希釈液槽
２１は、希釈プローブ３０の軌道上に配置されることになる。
【００３２】
　検体プローブ３１は、希釈テーブル１３と反応テーブル１５との間に配置されている。
この検体プローブ３１は、希釈テーブル１３に保持された希釈容器１３ａ内に挿入され、
所定量の検体または所定量の希釈検体を吸引する。そして検体プローブ３１は、検体また
は希釈検体を反応テーブル１５に保持された反応容器１５ａ内に吐出する。
【００３３】
　尚、この検体プローブ３１は、必要に応じて反応テーブル１５に保持された複数の反応
容器１５ａ間での液体の分注を行うようにもできる。
【００３４】
　試薬プローブ３７は、反応テーブル１５と各試薬テーブル１７との間に配置されている
。この試薬プローブ３７は、試薬テーブル１７に保持された試薬容器１７ａ内に挿入され
、所定量の試薬を吸引する。そして試薬プローブ３７は、吸引した試薬を反応テーブル１
５に保持された反応容器１５ａ内に吐出する。
【００３５】
［測定部４０］
　測定部４０は、例えば吸光光度計であり、反応容器１５ａ内に吐出された試薬と反応し
た検体の吸光度を測定するものである。このような測定部４０は、反応テーブル１５に保
持された反応容器１５ａの壁面と対向するように配置されている。測定部４０における測



(7) JP 6242260 B2 2017.12.6

10

20

30

40

50

定のタイミングは、次に説明する制御部４１によって制御される。
【００３６】
［制御部４１］
　制御部４１は、以上説明した各構成要素の駆動を制御するものであり、次の自動分析方
法で説明する手順で検体の分析が行われるように、容器保持部１１，１３，１５，１７、
希釈液供給部２０、プローブ３０，３１，３７、および測定部４０の駆動を制御する。
【００３７】
［操作部４３］
　操作部４３は、制御部４１における制御プログラムを選択操作する部分である。この操
作部４３は、例えば各分析項目に対応する条件設定画面を表示する表示部を有し、タッチ
パネル操作またはカーソル操作によって制御プログラムが選択操作される構成となってい
る。図４は、このような操作部を示す概略構成図である。ここでは一例として、各分析項
目に対応する条件設定画面のうち、希釈条件の設定画面を示している。この設定画面には
、複数の設定部４３ａ～４３ｅが表示される。
【００３８】
　このうち分析項目の設定部４３ａは、予め記憶部に記憶されている複数の分析項目のう
ちから、目的とする分析項目を選択して設定する部分である。ここでは一例として、「Ｎ
ｏ．５」の分析項目、すなわち「ＡＳＴ（アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ）」
の濃度分析が選択されている。
【００３９】
　希釈設定部４３ｂは、検体の希釈「無し」または「有り」を選択して設定する部分であ
る。ここでは希釈「有り」が選択されている。
【００４０】
　希釈倍率設定部４３ｃは、「検体量」、「希釈倍率」、および「希釈検体量」を設定す
る部分である。ここでは、「検体量」３０μｌ、「希釈倍率」５倍、および「希釈検体量
」１５０μｌに設定されている。
【００４１】
　希釈手段設定部４３ｄは、検体の希釈手段を選択する部分であり、例えば「押水希釈」
、「希釈液槽」、および「テーブル希釈」の中から、希釈手段が選択される。「押水希釈
」が選択された場合には、プローブ内の押水を希釈液とした希釈が行われる。「希釈液槽
」が選択された場合には、希釈液槽内の希釈液による希釈が行われる。「テーブル希釈」
が選択された場合には、検体テーブルの検体容器に貯留した希釈液による希釈が行われる
。この「テーブル希釈」は、特殊な希釈液を用いる場合に選択される。またこの「テーブ
ル希釈」を選択した場合、検体テーブルにおいて特殊な希釈液が貯留された検体容器が保
持されている設置位置を選択入力する。
【００４２】
　連続吸引設定部４３ｅは、希釈手段設定部４３ｄにおいて希釈液槽からの吸引による「
希釈液槽」または「テーブル希釈」が選択された場合に、希釈液を吸引したプローブによ
って検体を連続吸引「する」か「しない」か、を選択する。ここでは、連続吸引を「しな
い」ことが選択されている。
【００４３】
　尚、以上においては、操作部４３による制御プログラムの設定の一例として、希釈条件
の設定画面を例示したが、さらに検体の種類（血清か尿か）の設定画面、およびその他の
条件の設定画面が表示される構成であっても良い。また、操作部４３による制御プログラ
ムの設定は、上述したような分析項目ごとの設定に限定されることはなく、検体毎に希釈
条件や他の条件が設定される構成であっても良い。
【００４４】
［記憶部４５］
　図１～図３に示した記憶部４５は、制御部４１に接続され、例えば分析項目毎の各構成
要素の駆動のタイミングが予め制御プログラムとして記憶されている。
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【００４５】
［その他の構成要素］
　以上説明した自動分析装置１は、上述した各構成要素の他に、ここでの図示を省略した
他の構成要素を備えている。他の構成要素としては、例えば撹拌部およびプローブ洗浄部
等である。このうち撹拌部は、容器保持部１３,１５のうちの必要箇所に配置されている
。またプローブ洗浄部は、プローブ３０，３１，３７の移動経路上において、プローブ３
０，３１，３７による分注動作に影響を及ぼすことの無い位置に設けられている。このプ
ローブ洗浄部は、例えば各プローブ３０，３１，３７による分注動作毎に、プローブの洗
浄を行う。
【００４６】
＜自動分析方法＞
　図５は、第１実施形態の自動分析装置１を用いた自動分析方法を示すフローチャートで
ある。以下に、図５のフローチャートに沿って図１～図４を参照しつつ、自動分析装置１
において制御部４１によって実施される自動分析方法の手順を説明する。尚、ここではプ
ローブ洗浄の手順を省いて説明を行うが、各プローブ３０，３１，３７は、分注動作を行
う毎に洗浄されることとする。
【００４７】
　先ず、図５のフローチャートに示す自動分析手順に先立ち、図４に示す操作部４３にお
いて、分析項目を設定し、さらに制御部４１における制御プログラムを選択設定しておく
。また、図１に示す検体テーブル１１には、検体を貯留した複数の検体容器１１ａを保持
させる。希釈テーブル１３には希釈容器１３ａを保持させる。反応テーブル１５には反応
容器１５ａを保持させる。さらに試薬テーブル１７には、設定した分析項目に対応する試
薬を貯留した複数の試薬容器１７ａを保持させる。その後、次のように分析を進める。
【００４８】
［ステップＳ１］
　先ず、ステップＳ１では、検体の希釈有り否かを判断する。ここでは、先の図４に示し
た操作部４３の希釈設定部４３ｂにおいて、検体の希釈「有り」が選択されている場合に
、希釈有り（Ｙｅｓ）と判断され、次のステップＳ２に進む。
【００４９】
　尚、操作部４３の希釈設定部４３ｂにおいて、検体の希釈「無し」が選択されている場
合には、希釈無し（Ｎｏ）と判断されてステップＳ５１に進む。
【００５０】
［ステップＳ２］
　ステップＳ２では、希釈手段を選択する。ここでは、先の図４に示した操作部４３の希
釈手段設定部４３ｄにおいて、希釈液槽からの吸引による「希釈液槽」が選択されている
場合にステップＳ３に進む。
【００５１】
　尚、操作部４３の希釈手段設定部４３ｄにおいて、プローブからの「押水希釈」が選択
された場合にはステップＳ３１に進み、「テーブル希釈」が選択された場合にはステップ
Ｓ４１に進む。
【００５２】
［ステップＳ３］
　ステップＳ３では、希釈液Ｌを希釈液槽に供給する。ここでは、図２を用いて説明した
ように、吸引ポンプ２３ｃを駆動させることによりタンク２３ａから希釈液槽２１内に希
釈液Ｌを供給する。または図３を用いて説明したように、供給弁２３ｄを開くことにより
タンク２３ａから希釈液槽２１内に希釈液Ｌを供給する。この際、図４に示した操作部４
３の希釈倍率設定部４３ｃでの設定に応じた必要量の希釈液を、希釈液槽２１に供給する
。
【００５３】
［ステップＳ４］
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　ステップＳ４では、希釈プローブ内に希釈液槽から希釈液Ｌを吸引する。ここでは、図
１に示した希釈プローブ３０を希釈液槽２１内に挿入し、希釈液槽２１内の希釈液を吸引
する。
【００５４】
［ステップＳ５］
　ステップＳ５では、希釈液槽からの希釈液の強制排出を行う。ここでは、図２または図
３を用いて説明したように、希釈液槽２１に設けた排出弁２５ｂを開くことにより、希釈
液槽２１内の希釈液を全て排出する。これにより、ステップＳ４で希釈液Ｌの吸引が終了
する毎に、希釈液槽２１内の希釈液Ｌを強制排出する。
【００５５】
［ステップＳ６］
　ステップＳ６では、続けて検体吸引を行うか否かを判断する。ここでは、先の図４に示
した操作部４３の連続吸引設定部４３ｅにおいて、希釈液Ｌを吸引したプローブ（ここで
は希釈プローブ３０）によって検体を連続吸引「しない」が選択されている場合に、検体
の連続吸引はしない（Ｎｏ）と判断され、次のステップＳ７に進む。
【００５６】
　尚、操作部４３の連続吸引設定部４３ｅにおいて、希釈液Ｌを吸引したプローブ（ここ
では希釈プローブ３０）によって検体を連続吸引「する」が選択されている場合に、検体
の連続吸引を行う（Ｙｅｓ）と判断され、ステップＳ２１に進む。
【００５７】
［ステップＳ７］
　ステップＳ７では、希釈プローブ内の希釈液Ｌを希釈容器内に吐出する。ここでは、図
１に示した希釈プローブ３０を、希釈テーブル１３に保持された希釈容器１３ａ上に移動
させ、この希釈容器１３ａ内に希釈液Ｌを吐出する。
【００５８】
［ステップＳ８］
　ステップＳ８では、希釈プローブにより、検体容器から希釈液Ｌが入った希釈容器内に
検体を分注し、撹拌する。ここでは先ず、図１に示した希釈プローブ３０により、検体テ
ーブル１１に保持した所定の検体容器１１ａ内から検体を吸引し、吸引した検体を、希釈
テーブル１３において希釈液Ｌが貯留された希釈容器１３ａ内に吐出する。その後、この
希釈容器１３ａ内に貯留された希釈液Ｌと検体とを、ここでの図示を省略した撹拌部にお
いて撹拌し、希釈検体を作製する。
【００５９】
［ステップＳ９］
　ステップＳ９では、試薬プローブにより試薬容器から反応容器内に試薬を分注する。こ
こでは、図１に示した試薬プローブ３７により、試薬容器１７ａ内の試薬を吸引し、吸引
した試薬を、反応テーブル１５に保持された反応容器１５ａ内に吐出する。
【００６０】
［ステップＳ１０］
　ステップＳ１０では、検体プローブにより、希釈容器内から試薬が入った反応容器内に
希釈した検体を分注する。ここでは先ず、図１に示した検体プローブ３１により、希釈テ
ーブル１３において希釈検体が貯留された希釈容器１３ａ内から希釈検体を吸引し、吸引
した希釈検体を、反応テーブル１５において試薬が貯留された反応容器１５ａ内に吐出す
る。その後、この反応容器１５ａ内に貯留された希釈検体と試薬とを、ここでの図示を省
略した撹拌部において撹拌する。
【００６１】
［ステップＳ１１］
　ステップＳ１１では、測定を行う。ここでは図１に示した測定部４０に対向する位置に
、ステップ１０において希釈検体と試薬とが貯留された反応容器１５ａを移動し、例えば
試薬と反応した検体の吸光度を測定する。以上により、設定された分析項目での測定を終
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了させる。
【００６２】
［ステップＳ２１］
　上述したステップＳ６において、続けて検体吸引を行う（Ｙｅｓ）と判断された場合、
すなわち先の図４に示した操作部４３の連続吸引設定部４３ｅにおいて、検体を連続吸引
「する」が選択されている場合に、ステップＳ２１に進む。
【００６３】
　このステップＳ２１では、希釈液Ｌを吸引した希釈プローブ内に検体容器内の検体を吸
引する。すなわち、ステップＳ４において希釈プローブ内に希釈液槽から希釈液Ｌを吸引
した後、希釈液Ｌを吸引した希釈プローブ内に続けて検体を吸引する。ここでは、図１に
示した希釈プローブ３０によって、希釈液槽２１内の希釈液を吸引した後、さらに連続し
て検体テーブル１１に保持した所定の検体容器１１ａ内の検体を吸引する。
【００６４】
［ステップＳ２２］
　ステップＳ２２では、希釈プローブ内の検体および希釈液を希釈容器内に吐出し、撹拌
する。ここでは、図１に示した希釈プローブ３０内の検体および希釈液を、希釈テーブル
１３の希釈容器１３ａ内に吐出し、ここでの図示を省略した撹拌部において撹拌し、希釈
検体を作製する。
【００６５】
　以上の後には、ステップＳ９～ステップＳ１１の手順を行ない、設定された分析項目で
の測定を終了させる。
【００６６】
［ステップＳ３１］
　上述したステップＳ２において「押水希釈」が選択されている場合に、ステップＳ２か
ら進んだステップＳ３１では、希釈プローブ内に検体容器内の検体を吸引する。ここでは
、図１に示した希釈プローブ３０を検体テーブル１１に保持された検体容器１１ａ内に挿
入し、検体容器１１ａ内の検体を吸引する。尚、希釈プローブ３０内には、希釈プローブ
３０内の液体を吐出させるための押水として、希釈液が保持されていることとする。
【００６７】
［ステップＳ３２］
　ステップＳ３２では、希釈プローブ内の検体および押水を希釈容器内に吐出し、撹拌す
る。ここでは、図１に示した希釈プローブ３０内の押水を希釈液とし、希釈プローブ３０
に吸引した検体と共に、希釈テーブル１３に保持された希釈容器１３ａ内に吐出し、ここ
での図示を省略した撹拌部において撹拌し、希釈検体を作製する。
【００６８】
　以上の後には、ステップＳ９～ステップＳ１１の手順を行ない、設定された分析項目で
の測定を終了させる。
【００６９】
［ステップＳ４１］
　上述したステップＳ２において「テーブル希釈」が選択されている場合に、ステップＳ
２から進んだステップＳ４１では、希釈プローブ内に検体テーブル上の容器内の希釈液を
吸引する。ここでは、図１に示した希釈プローブ３０を検体テーブル１１に保持された所
定の検体容器１１ａ内に挿入し、この検体容器１１ａ内の希釈液Ｌを吸引する。
【００７０】
　以上の後には、ステップＳ６～ステップＳ１１の手順を行ない、設定された分析項目で
の測定を終了させる。
【００７１】
［ステップＳ５１］
　上述したステップＳ１において、検体の希釈はない（Ｎｏ）と判断された場合、すなわ
ち先の図４に示した操作部４３の希釈設定部４３ｂにおいて、検体の希釈「無し」が選択
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されている場合に、希釈無し（Ｎｏ）と判断され、ステップＳ５１に進む。
【００７２】
　このステップＳ５１では、希釈プローブにより検体容器から希釈容器内に検体を分注す
る。ここでは、図１に示した希釈プローブ３０により、検体テーブル１１に保持した所定
の検体容器１１ａ内から検体を吸引し、吸引した検体を、希釈テーブル１３に保持された
空の希釈容器１３ａ内に吐出する。
【００７３】
　以上の後には、ステップＳ９～ステップＳ１１の手順を行なう。ただし、ステップＳ１
０においては、図１に示した検体プローブ３１により、希釈テーブル１３において希釈容
器１３ａ内から希釈されていない検体を吸引し、吸引した検体を、反応テーブル１５にお
いて試薬が貯留された反応容器１５ａ内に吐出し、撹拌を行う。以上により、設定された
分析項目での測定を終了させる。
【００７４】
　以上のようなステップＳ１～ステップＳ５１の一連の処理は、複数の検体に対して連続
して繰り返し行われる。このため、ここでの図示は省略したが、ステップＳ１１の後には
、設定された数ｎの検体に対して測定が終了したか否かの判断ステップを設け、数ｎに達
したと判断されるまで、ステップＳ１～ステップＳ５１を繰り返すフローとしても良い。
【００７５】
＜第１実施形態の効果＞
　以上説明した第１実施形態の自動分析装置１は、検体容器１１ａから希釈容器１３ａに
検体を分注するための希釈プローブ３０によって、希釈液槽２１から希釈容器１３ａに希
釈液が分注される構成であり、特に希釈液槽２１には排液機構２５を設けた構成となって
いる。このため、この希釈プローブ３０によって、希釈液槽２１内にわずかに検体が持ち
込まれたとしても、希釈液槽２１内の希釈液を排液機構２５から排液し、希釈液供給機構
２３から希釈液槽２１内に新たに希釈液を供給することにより、希釈液槽２１内における
検体のキャリーオーバーを防止することが可能である。
【００７６】
　特に、この自動分析装置１を用いた自動分析方法において説明したように、制御部４１
における制御により、希釈プローブ３０による希釈液の吸引が終了する毎に、希釈液槽２
１から希釈液を強制的に排出する手順とすることにより、希釈液槽２１内における検体の
キャリーオーバーを防止する効果をさらに高くすることができる。
【００７７】
　この結果、この自動分析装置１を用いることにより、キャリーオーバーによる汚染なく
検体の希釈を繰り返して行うことができ、これにより信頼性の高い分析を行うことが可能
となる。
【００７８】
　また第１実施形態の自動分析装置１および自動分析方法では、希釈液供給機構２３から
希釈液槽２１内に希釈液を供給する構成であるため、特別に希釈液を貯留した容器を手配
して配置する必要がなく、作業者の手間を省くことができる。これに対して、希釈液を貯
留した容器を検体テーブル１１に保持させ、ここから希釈プローブ３０によって希釈液を
分注する場合であれば、検体テーブル１１に希釈液を貯留した容器を保持させる手間が掛
かる。さらにこの場合、検体テーブル１１に対して、検体を貯留した検体容器１１ａの保
持数を、希釈液の容器を保持させる分だけ減らさなければならず、自動分析における分析
検体数の低下をもたらすことになるが、本第１実施形態の自動分析装置１では、分析検体
数を維持することができる。
【００７９】
　また第１実施形態の自動分析装置１は、希釈液のみを貯留する希釈液槽２１を特別に設
けた構成である。このため、例えば複数種類の希釈液を用いた連続的な分析を行う場合、
この希釈液槽２１には生理食塩水または他の特殊な溶液を希釈液として貯留させ、さらに
希釈液として用いられる可能性がある希釈プローブ３０の押水には純水を用いれば良い。
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このため、押水を希釈液として用いる場合であっても、この押水に生理食塩水を用いる必
要はなく、低コストで連続的な分析を行うことが可能である。
【００８０】
　尚、以上の第１実施形態においては図５に示すように、ステップＳ４において希釈プロ
ーブ内に希釈液槽から希釈液を吸引し、これが終了する毎に、ステップＳ５において希釈
液槽からの希釈液の強制排出を行う構成とした。しかしながら、希釈液槽内からの希釈液
の排液は、これに限定されることはない。例えば、同一の検体について、連続して複数の
希釈検体を作製して分析を行う場合には、これを判断するステップを追加し、１つの検体
について複数の希釈検体の作製が終了する毎に希釈液槽からの希釈液の強制排出を行うフ
ローとしても良い。
【００８１】
≪第２実施形態≫
＜自動分析装置の構成：検体プローブによって希釈液を分注する例＞
　図６は、第２実施形態の自動分析装置を示す概略構成図である。この図に示す第２実施
形態の自動分析装置２が、第１実施形態の自動分析装置と異なるところは、第１実施形態
の自動分析装置１に設けられていた希釈テーブル１３および希釈プローブ３０（図１参照
）が自動分析装置２には設けられていないところにある。また、制御部４１’は、検体プ
ローブ３１の駆動によって希釈液槽２１から希釈液を分注させる構成であり、他の構成は
第１実施形態と同様である。以下、第１実施形態と同一の構成要素には同一の符号を付し
て重複する説明を省略し、異なる構成部分のみを説明する。
【００８２】
　すなわち、この自動分析装置２は、端から順に検体テーブル１１、反応テーブル１５、
および試薬テーブル１７が配置されている。また、検体テーブル１１と反応テーブル１５
との間に検体プローブ３１が配置され、反応テーブル１５と試薬テーブル１７との間に試
薬プローブ３７が配置されている。
【００８３】
　また希釈液供給部２０は、第１実施形態と同様の構成であり、例えば図２または図３を
用いて説明した構成である。このうち希釈液槽２１は、検体テーブル１１および反応テー
ブル１５の少なくとも一方の近傍に配置されており、検体プローブ３１がそのアーム３０
ａによって移動可能な位置に設けられている。
【００８４】
　また、制御部４１’は、次の自動分析方法で説明するように、検体プローブ３１の駆動
によって希釈液槽２１から希釈液を分注させるように制御を行う。
【００８５】
　以上の他、測定部４０、操作部４３、記憶部４５、およびその他の構成要素は、第１実
施形態と同様である。
【００８６】
＜自動分析方法＞
　図７は、第２実施形態の自動分析装置２を用いた自動分析方法を示すフローチャートで
ある。以下に、図７のフローチャートに沿って図４および図６を参照しつつ、自動分析装
置２における制御部４１’によって実施される自動分析方法の手順を説明する。尚、ここ
ではプローブ洗浄の手順を省いて説明を行うが、各プローブ３１，３７は、分注動作を行
う毎に洗浄されることとする。
【００８７】
　先ず、図７のフローチャートに示す自動分析手順に先立ち、図４に示す操作部４３にお
いて、分析項目を設定し、さらに制御部４１’における制御プログラムを選択設定してお
く。また、図６に示す検体テーブル１１には、検体を貯留した複数の検体容器１１ａを保
持させ、反応テーブル１５には反応容器１５ａを保持させ、さらに試薬テーブル１７には
設定した分析項目に対応する試薬を貯留した複数の試薬容器１７ａを保持させる。その後
、次のように分析を進める。
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【００８８】
［ステップＳ１～ステップＳ３］
　ステップＳ１～ステップＳ３は、第１実施形態と同様に行う。
【００８９】
［ステップＳ４’］
　ステップＳ３から進んだステップＳ４’では、検体プローブ内に希釈液槽から希釈液を
吸引する。ここでは、図６に示した検体プローブ３１を希釈液槽２１内に挿入し、希釈液
槽２１内の希釈液を吸引する。
【００９０】
［ステップＳ５～ステップ６］
　ステップＳ５～ステップＳ６は、第１実施形態と同様であり、ステップＳ５では希釈液
槽からの希釈液の強制排出を行い、ステップＳ６では続けて検体吸引を行うか否かを判断
し、検体の連続吸引はしない（Ｎｏ）と判断され、次のステップＳ７’に進む。
【００９１】
［ステップＳ７’］
　ステップＳ７’では、検体プローブ内の希釈液を反応容器Ａに吐出する。ここでは、図
６に示した検体プローブ３１を、反応テーブル１５に保持された反応容器１５ａのうちの
一つの反応容器Ａ上に移動させ、この反応容器Ａ内に希釈液を吐出する。
【００９２】
［ステップＳ８’］
　ステップＳ８’では、検体プローブにより、検体容器から希釈液が入った反応容器Ａ内
に検体を分注し、撹拌する。ここでは先ず、図６に示した検体プローブ３１により、検体
テーブル１１に保持した所定の検体容器１１ａ内から検体を吸引し、吸引した検体を、反
応テーブル１５において希釈液が貯留された反応容器Ａ内に吐出する。その後、この反応
容器Ａ内に貯留された希釈液と検体とを、ここでの図示を省略した撹拌部において撹拌し
、希釈検体を作製する。
【００９３】
［ステップＳ９’］
　ステップＳ９’では、試薬プローブにより試薬容器から別の反応容器Ｂ内に試薬を分注
する。ここでは、図６に示した試薬プローブ３７により、試薬容器１７ａ内の試薬を吸引
し、吸引した試薬を、反応テーブル１５に保持された反応容器１５ａのうち、先の反応容
器Ａとは異なる反応容器Ｂ内に吐出する。
【００９４】
［ステップＳ１０’］
　ステップＳ１０’では、検体プローブにより反応容器Ａ内から試薬が入った反応容器Ｂ
内に希釈した検体を分注する。ここでは先ず、図６に示した検体プローブ３１により、反
応テーブル１５において希釈検体が貯留された反応容器Ａ内から希釈検体を吸引し、吸引
した希釈検体を、反応テーブル１５において試薬が貯留された反応容器Ｂ内に吐出する。
その後、この反応容器Ｂ内に貯留された希釈検体と試薬とを、ここでの図示を省略した撹
拌部において撹拌する。
【００９５】
［ステップＳ１１］
　ステップＳ１１では、測定を行う。ここでは図６に示した測定部４０に対向する位置に
、ステップＳ１０’において希釈検体と試薬とが貯留された反応容器Ｂを移動し、第１実
施形態と同様に測定を行い、処理を終了させる。
【００９６】
［ステップＳ２１’］
　上述したステップＳ６において、続けて検体吸引を行う（Ｙｅｓ）と判断された場合、
すなわち先の図４に示した操作部４３の連続吸引設定部４３ｅにおいて、検体を連続吸引
「する」が選択されている場合に、ステップＳ２１’に進む。
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【００９７】
　このステップＳ２１’では、希釈液を吸引した検体プローブ内に検体容器内の検体を吸
引する。すなわち、ステップＳ４’において検体プローブ内に希釈液を吸引した後、希釈
液を吸引した検体プローブ内に続けて検体を吸引する。ここでは、図６に示した検体プロ
ーブ３１によって、希釈液槽２１内の希釈液を吸引した後、さらに連続して検体テーブル
１１に保持した所定の検体容器１１ａ内の検体を吸引する。
【００９８】
［ステップＳ２２’］
　ステップＳ２２’では、検体プローブ内の検体および希釈液を反応容器Ａ内に吐出し、
撹拌する。ここでは、図６に示した検体プローブ３１内の検体および希釈液を、反応テー
ブル１５の反応容器１５ａのうちの反応容器Ａ内に吐出し、ここでの図示を省略した撹拌
部において撹拌し、希釈検体を作製する。
【００９９】
　以上の後には、ステップＳ９’～ステップＳ１１の手順を行ない、設定された分析項目
での測定を終了させる。
【０１００】
［ステップＳ３１’］
　上述したステップＳ２において「押水希釈」が選択されている場合に、ステップＳ２か
ら進んだステップＳ３１’では、検体プローブ内に検体容器内の検体を吸引する。ここで
は、図６に示した検体プローブ３１を検体テーブル１１に保持された検体容器１１ａ内に
挿入し、検体容器１１ａ内の検体を吸引する。
【０１０１】
［ステップＳ３２’］
　ステップＳ３２’では、検体プローブ内の検体および押水を反応容器Ａ内に吐出し、撹
拌する。ここでは、図６に示した検体プローブ３１内の押水を希釈液とし、検体プローブ
３１に吸引した検体と共に、反応テーブル１５に保持された反応容器１５ａのうちの反応
容器Ａ内に吐出し、ここでの図示を省略した撹拌部において撹拌し、希釈検体を作製する
。
【０１０２】
　以上の後には、ステップＳ９’～ステップＳ１１の手順を行ない、設定された分析項目
での測定を終了させる。
【０１０３】
［ステップＳ４１’］
　上述したステップＳ２において「テーブル希釈」が選択されている場合に、ステップＳ
２から進んだステップＳ４１’では、検体プローブ内に検体テーブル上の容器内の希釈液
を吸引する。ここでは、図６に示した検体プローブ３１を検体テーブル１１に保持された
所定の検体容器１１ａ内に挿入し、この検体容器１１ａ内の希釈液を吸引する。
【０１０４】
　以上の後には、ステップＳ６～ステップＳ１１の手順を行ない、設定された分析項目で
の測定を終了させる。
【０１０５】
［ステップＳ５１’］
　上述したステップＳ１において、検体の希釈はない（Ｎｏ）と判断された場合、すなわ
ち先の図４に示した操作部４３の希釈設定部４３ｂにおいて、検体の希釈「無し」が選択
されている場合に、希釈無し（Ｎｏ）と判断され、次のステップＳ５１’に進む。
【０１０６】
　このステップＳ５１’では、試薬プローブにより試薬容器から反応容器内に試薬を分注
する。ここでは、図６に示した試薬プローブ３７により、試薬容器１７ａ内の試薬を吸引
し、吸引した試薬を、反応テーブル１５に保持された反応容器１５ａ内に吐出する。
【０１０７】
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［ステップＳ５２’］
　ステップＳ５２’では、検体プローブにより検体容器から試薬が入った反応容器内に検
体を分注し、撹拌する。ここでは、図６に示した検体プローブ３１により、検体テーブル
１１に保持した所定の検体容器１１ａ内から検体を吸引し、吸引した検体を、反応テーブ
ル１５に保持された試薬が入った反応容器１５ａ内に吐出する。その後、この反応容器１
５ａ内に貯留された検体と試薬とを、ここでの図示を省略した撹拌部において撹拌する。
【０１０８】
　以上の後には、ステップＳ１１の手順を行ない、設定された分析項目での測定を終了さ
せる。
【０１０９】
　以上のようなステップＳ１～ステップＳ５２’の一連の処理は、複数の検体に対して連
続して繰り返し行われる。このため、ここでの図示は省略したが、ステップＳ１１の後に
は、設定された数ｎの検体に対して測定が終了したか否かの判断ステップを設け、数ｎに
達したと判断されるまで、ステップＳ１～ステップＳ５２’を繰り返すフローとしても良
い。
【０１１０】
＜第２実施形態の効果＞
　以上説明した第２実施形態の自動分析装置２は、検体容器１１ａから反応容器１５ａに
検体を分注するための検体プローブ３１によって、希釈液槽２１から反応容器１５ａに希
釈液が分注される構成であり、特に希釈液槽２１には排液機構２５を設けた構成となって
いる。このため、この検体プローブ３１によって、希釈液槽２１内にわずかに検体が持ち
込まれたとしても、第１実施形態と同様に希釈液槽２１内の希釈液を排液機構２５から排
液し、希釈液供給機構２３から希釈液槽２１内に新たに希釈液を供給することにより、希
釈液槽２１内における検体のキャリーオーバーを防止することが可能である。
【０１１１】
　また第２実施形態の自動分析装置２および自動分析方法では、希釈液供給機構２３から
希釈液槽２１内に希釈液を供給する構成であり、また希釈液のみを貯留する希釈液槽２１
を特別に設けた構成である。したがって、第１実施形態の自動分析装置および自動分析方
法と同様の効果を得ることが可能である。
【０１１２】
　尚、以上の第２実施形態においては図７に示すように、ステップＳ４’において検体プ
ローブ内に希釈液槽から希釈液を吸引し、これが終了する毎に、ステップＳ５において希
釈液槽からの希釈液の強制排出を行う構成とした。しかしながら、希釈液槽内からの希釈
液の排液は、これに限定されることはない。例えば、同一の検体について、連続して複数
の希釈検体を作製して分析を行う場合には、これを判断するステップを追加し、１つの検
体について複数の希釈検体の作製が終了する毎に希釈液槽からの希釈液の強制排出を行う
フローとしても良い。
【０１１３】
≪第３実施形態≫
＜自動分析装置の構成：試薬プローブによって希釈液を分注する例＞
　図８は、第３実施形態の自動分析装置を示す概略構成図である。この図に示す第３実施
形態の自動分析装置３が、第２実施形態の自動分析装置と異なるところは、制御部４１”
が、試薬プローブ３７の駆動によって希釈液を分注させる構成であるところにある。また
、希釈液供給部２０における希釈液槽２１は、反応テーブル１５および試薬テーブル１７
の少なくとも一方の近傍に配置されており、試薬プローブ３７のうちの１つがそのアーム
によって移動可能な位置に設けられている。この希釈液槽２１は、反応テーブル１５に保
持される反応容器１５ａと同程度かそれ以下の容量を有することとする。
【０１１４】
　図９は、自動分析装置３に設けられた操作部４３”を示す概略構成図である。この図に
示す操作部４３”が、第１実施形態および第２実施形態の操作部と異なるところは、連続
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吸引設定部４３ｅ（図４参照）が設けられていないところにある。以上の他の構成は、
第１実施形態および第２実施形態と同様である。
【０１１５】
＜自動分析方法＞
　図１０は、第３実施形態の自動分析装置３を用いた自動分析方法を示すフローチャート
である。以下に、図１０のフローチャートに沿って図８および図９を参照しつつ、自動分
析装置３において制御部４１”によって実施される自動分析方法の手順を説明する。尚、
ここではプローブ洗浄の手順を省いて説明を行うが、各プローブ３１，３７は、分注動作
を行う毎に洗浄されることとする。
【０１１６】
　先ず、図１０のフローチャートに示す自動分析手順に先立ち、図９に示す操作部４３”
において、分析項目を設定し、さらに制御部４１”における制御プログラムを選択設定し
ておく。また、図８に示す検体テーブル１１には、検体を貯留した複数の検体容器１１ａ
を保持させ、反応テーブル１５には反応容器１５ａを保持させ、さらに試薬テーブル１７
には設定した分析項目に対応する試薬を貯留した複数の試薬容器１７ａを保持させる。そ
の後、次のように分析を進める。
【０１１７】
［ステップＳ１～ステップＳ３］
　ステップＳ１～ステップＳ３は、第１実施形態と同様に行う。
【０１１８】
［ステップＳ４”］
　ステップＳ３から進んだステップＳ４”では、試薬プローブ内に希釈液槽から希釈液を
吸引する。ここでは、図８に示した試薬プローブ３７を希釈液槽２１内に挿入し、希釈液
槽２１内の希釈液を吸引する。
【０１１９】
［ステップＳ５］
　ステップＳ５は、第１実施形態と同様であり、ステップＳ５では希釈液槽からの希釈液
の強制排出を行なう。
【０１２０】
［ステップＳ７”］
　ステップＳ７”では、試薬プローブ内の希釈液を反応容器Ａに吐出する。ここでは、図
８に示した試薬プローブ３７を、反応テーブル１５に保持された反応容器１５ａのうちの
一つの反応容器Ａ上に移動させ、この反応容器Ａ内に希釈液を吐出する。
【０１２１】
［ステップＳ８”］
　ステップＳ８”では、検体プローブにより検体容器から希釈液が入った反応容器Ａ内に
検体を分注し、撹拌する。ここでは先ず、図８に示した検体プローブ３１により、検体テ
ーブル１１に保持した所定の検体容器１１ａ内から検体を吸引し、吸引した検体を、反応
テーブル１５において希釈液が貯留された反応容器Ａ内に吐出する。その後、この反応容
器Ａ内に貯留された希釈液と検体とを、ここでの図示を省略した撹拌部において撹拌し、
希釈検体を作製する。
【０１２２】
［ステップＳ９”］
　ステップＳ９”では、試薬プローブにより試薬容器から別の反応容器Ｂ内に試薬を分注
する。ここでは、図８に示した試薬プローブ３７により、試薬容器１７ａ内の試薬を吸引
し、吸引した試薬を、反応テーブル１５に保持された反応容器１５ａのうち、先の反応容
器Ａとは異なる反応容器Ｂ内に吐出する。
【０１２３】
［ステップＳ１０”］
　ステップＳ１０”では、検体プローブにより反応容器Ａ内から試薬が入った反応容器Ｂ
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内に希釈した検体を分注する。ここでは先ず、図８に示した検体プローブ３１により、反
応テーブル１５において希釈液で希釈された検体が貯留された反応容器Ａ内から希釈検体
を吸引し、吸引した希釈検体を、反応テーブル１５において試薬が貯留された反応容器Ｂ
内に吐出する。その後、この反応容器Ｂ内に貯留された希釈検体と試薬とを、ここでの図
示を省略した撹拌部において撹拌する。
【０１２４】
［ステップＳ１１］
　ステップＳ１１では、測定を行う。ここでは図８に示した測定部４０に対向する位置に
、ステップ１０”において希釈検体と試薬とが貯留された反応容器Ｂを移動し、第１実施
形態と同様に測定を行い、処理を終了させる。
【０１２５】
［ステップＳ３１”］
　上述したステップＳ２において「押水希釈」が選択されている場合に、ステップＳ２か
ら進んだステップＳ３１”では、試薬プローブ３７内の押水を反応容器Ａ内に吐出する。
ここでは、図８に示した試薬プローブ３７を反応テーブル１５に保持された反応容器１５
ａのうちの反応容器Ａ内に吐出する。
【０１２６】
　以上の後には、ステップＳ８”～ステップＳ１１の手順を行ない、設定された分析項目
での測定を終了させる。
【０１２７】
［ステップＳ４１”］
　上述したステップＳ２において「テーブル希釈」が選択されている場合に、ステップＳ
２から進んだステップＳ４１”では、試薬プローブ内に試薬テーブル上の容器内の希釈液
を吸引する。ここでは、図８に示した試薬プローブ３７を試薬テーブル１７に保持された
所定の試薬容器１７ａ内に挿入し、この試薬容器１７ａ内の希釈液を吸引する。
【０１２８】
　以上の後には、ステップＳ７”～ステップＳ１１の手順を行ない、設定された分析項目
での測定を終了させる。
【０１２９】
［ステップＳ５１”］
　上述したステップＳ１において、検体の希釈はない（Ｎｏ）と判断された場合、すなわ
ち先の図９に示した操作部４３”の希釈設定部４３ｂにおいて、検体の希釈「無し」が選
択されている場合に、希釈無し（Ｎｏ）と判断され、次のステップＳ５１”に進む。
【０１３０】
　このステップＳ５１”では、試薬プローブにより試薬容器から反応容器内に試薬を分注
する。ここでは、図８に示した試薬プローブ３７により、試薬容器１７ａ内の試薬を吸引
し、吸引した試薬を、反応テーブル１５に保持された反応容器１５ａ内に吐出する。
【０１３１】
［ステップＳ５２”］
　ステップＳ５２”では、検体プローブにより検体容器から試薬が入った反応容器内に検
体を分注し、撹拌する。ここでは、図８に示した検体プローブ３１により、検体テーブル
１１に保持した所定の検体容器１１ａ内から検体を吸引し、吸引した検体を、反応テーブ
ル１５に保持された試薬が入った反応容器１５ａ内に吐出する。その後、この反応容器１
５ａ内に貯留された検体と試薬とを、ここでの図示を省略した撹拌部において撹拌する。
【０１３２】
　以上の後には、ステップＳ１１の手順を行ない、設定された分析項目での測定を終了さ
せる。
【０１３３】
　以上のようなステップＳ１～ステップＳ５２”の一連の処理は、複数の検体に対して連
続して繰り返し行われる。このため、ここでの図示は省略したが、ステップＳ１１の後に
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は、設定された数ｎの検体に対して測定が終了したか否かの判断ステップを設け、数ｎに
達したと判断されるまで、ステップＳ１～ステップＳ５２”を繰り返すフローとしても良
い。
【０１３４】
＜第３実施形態の効果＞
　以上説明した第３実施形態の自動分析装置３は、試薬容器１７ａから反応容器１５ａに
検体を分注するための試薬プローブ３７によって、希釈液槽２１から反応容器１５ａに希
釈液が分注される構成であり、特に希釈液槽２１には排液機構２５を設けた構成となって
いる。このため、この試薬プローブ３７によって、希釈液槽２１内にわずかに試薬が持ち
込まれたとしても、第１実施形態と同様に希釈液槽２１内の希釈液を排液機構２５から排
液し、希釈液供給機構２３から希釈液槽２１内に新たに希釈液を供給することにより、希
釈液槽２１内における試薬のキャリーオーバーによる希釈検体の汚染を防止することが可
能である。
【０１３５】
　また第３実施形態の自動分析装置３および自動分析方法では、希釈液供給機構２３から
希釈液槽２１内に希釈液を供給する構成であり、また希釈液のみを貯留する希釈液槽２１
を特別に設けた構成である。したがって、第１実施形態の自動分析装置および自動分析方
法と同様の効果を得ることが可能である。
【符号の説明】
【０１３６】
　１，２，３…自動分析装置、１１…検体テーブル（容器保持部）、１１ａ…検体容器、
１３…希釈テーブル（容器保持部）、１３ａ…希釈容器、１５…反応テーブル（容器保持
部）、１５ａ…反応容器、１７…試薬テーブル（容器保持部）、１７ａ…試薬容器、２１
…希釈液槽、２３…希釈液供給機構、２５…排液機構、３０…希釈プローブ、３０ａ…ア
ーム，３１…検体プローブ、３７…試薬プローブ、４１，４１’、４１”…制御部、Ｌ…
希釈液
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